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令 和 ２ 年 度 決 算 概 要 報 告 
 

令和２年度の我が国経済は、新型コロナウイルス感染症（以下「感染症」

という。）の世界的流行（パンデミック）の影響を受けて停滞を余儀なくさ

れました。  

感染症の拡大によってオリンピック・パラリンピックの開催が延期となっ

たことをはじめ、国内における様々な社会、経済活動は、その多くを抑制せ

ざるを得なくなり、見込まれていたインバウンド需要も減少からほぼ消失と

いう状況に陥りました。  

また、中国の生産活動が停滞してサプライチェーンを通じた供給に制約が

生じたことで我が国の生産も滞り、さらには主要な貿易相手国の経済活動の

停止で輸出も減少するなど、感染症の拡大は我が国の産業、経済、社会それ

ぞれの面に大きな影響を及ぼすものとなりました。  

こうした未曾有の危機的状況を打破するために、国においては「感染症緊

急経済対策」及び「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対

策」を定め、３次にわたる補正予算を編成しながら、国民の命と生活を守り、

経済再生に向けた対策を実施してきました。  

当市においても、こうした対策にかかる国の交付金などを受け入れながら、

市民のくらしと地域経済を支えるために必要な事業を積極的に実施したこ

とから、令和２年度決算については過去最大の規模になりました。  

当市の令和２年度決算全体について、歳入面では、市税のうち固定資産税

は家屋の新築・増築や企業の設備投資が堅調であったことから増加となった

ものの、法人市民税が税率改正に伴い減少となったことなどにより、市税全

体では約２億５ ,７５０万円の減収となりました。  

また、県税交付金・地方交付税のうち地方消費税交付金は、税率引上げに

より約５億４ ,４７０万円の増額になりましたが、一方で地方交付税は、約

２ ,６８０万円の減額となりました。こうした中、国庫支出金は、感染症対

策の財源として特別定額給付金給付事業費補助金や感染症対応地方創生臨

時交付金などの交付を受けたため、約１７４億２ ,２８０万円と大幅な増額

となりました。  
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歳出面では、「入間市まち・ひと・しごと創生総合戦略」のテーマである

「元気な子どもが育つまち」を目指して各種事業を展開するとともに、児童

発達支援センター「うぃず」を開設し、子育て支援の更なる推進を図りまし

た。  

また、国の支援制度などを最大限活用し、小中学校におけるＩＣＴ環境を

整備しました。その他、継続事業として産業文化センターホール等改修事業

や防災行政用無線デジタル化等推進事業、不老川緊急治水対策事業などを実

施し、安全で安心なまちづくりを推進しました。  

こうしたことに加えて感染症への対応として、市民一人当たり 10 万円を

給付する特別定額給付金をはじめ、各種給付金の支給事業を実施したほか、

「市民の生命と健康を守る」、「市民の暮らしを守る」、「まちの活気を守る」

という３つの視点から、感染症に関する情報の提供、感染防止対策、生活支

援、事業者支援など様々な感染症緊急対策事業を実施しました。また、年度

末には感染症対策の決め手となるワクチンの接種が円滑に進むよう各種準

備を進めました。  

一方で、緊急事態宣言下においては、やむを得ず各施設を臨時休館とした

ほか、防災訓練や万燈まつりなど多くのイベントを中止し、市民の安全の確

保に努め、緊急事態宣言解除後の開館やイベント開催に当たっては、感染拡

大予防ガイドラインを整備し、その遵守を求めることで、徹底した感染防止

対策を講じ、感染拡大の抑制に努めました。  

なお、各会計の予算執行において事業進捗上やむを得ない理由から、一部

の事業については繰越措置をいたしました。  

それでは、各会計別の決算の概要を申し上げます。  

 

一 般 会 計  

 

令和２年度の一般会計歳入歳出については、歳入総額は６０５億     

１ ,４８４万５ ,４１８円、歳出総額は５９２億３ ,３０２万２ ,１７１円、歳入   

歳出差引額は１２億８ ,１８２万３ ,２４７円となり、翌年度への繰越額   

８ ,６１４万１千円を除き、実質収支額は１１億９ ,５６８万２千円で決算い
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たしました。  

 

歳入について 
 

「市税」は、決算額２１２億９ ,０４３万９ ,６３５円、前年度対比１ .２％

の減、歳入総額に占める割合は３５ .２％となりました。  

市民税の現年課税分は、個人市民税が総所得金額の減少などにより、前年

度対比０ .７％の減、法人市民税は税率改正の影響により、前年度対比    

２１ .６％の減となり、市民税全体では決算額９３億８ ,９４９万９ ,６８８円、

前年度対比３ .４％の減となりました。   

固定資産税の現年課税分は、家屋の新築・増築に伴う評価額の増、並びに

一部企業の償却資産の新規・入替えに伴う申告額の増により、決算額は  

９２億３８０万６ ,６１６円、前年度対比１ .０％の増となりました。  

軽自動車税の現年課税分は、四輪乗用自家用車の登録台数の増加により、

決算額３億９１９万９ ,１００円、前年度対比６ .０％の増となりました。  

市たばこ税の現年課税分は、売渡本数の減少により、決算額８億     

２ ,４５２万１０円、前年度対比０ .５％の減となりました。  

都市計画税の現年課税分は、固定資産税の家屋課税と同様の理由により、

決算額１３億５ ,１９７万４ ,３２９円、前年度対比０ .８％の増となりました。 

市税の収納率は、感染症の影響が懸念されましたが、市民の皆様のご協力

と継続的な収納対策を講じたことにより、市税全体では９７ .９９％、前年

度対比で０ .１２ポイント上昇しました。  

「地方譲与税」は、決算額３億３７９万1千円、前年度対比１ .５％の減と

なりました。  

「利子割交付金」は、決算額１ ,６１４万２千円、前年度対比４ .５％の増

となりました。  

「配当割交付金」は、企業収益の落ち込みにより、決算額８ ,５２６万円、

前年度対比１５ .１％の減となりました。  

「株式等譲渡所得割交付金」は、上場株式譲渡益の増加により、決算額   

１億１８６万９千円、前年度対比６８ .３％の増となりました。  
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「地方消費税交付金」は、税率引上げにより、決算額２９億６ ,４９２万

９千円、前年度対比２２ .５％の増となりました。  

「環境性能割交付金」は、「自動車取得税交付金」の廃止により、令和元

年１０月に新設された交付金であるため、決算額４ ,１８２万７ ,５２５円、

前年度対比１００ .９％の増となりました。  

「地方特例交付金」は、感染症緊急経済対策による自動車税環境性能割及

び軽自動車税環境性能割の臨時的な軽減に伴う減収補てんがあり、決算額  

１億７ ,２１４万１千円となりました。     

「地方交付税」は、普通交付税が前年度対比１ ,３１５万１千円増額の   

１４億９ ,１４４万５千円、特別交付税が前年度対比３ ,９９５万２千円減額

の１億６ ,４８８万４千円となり、結果として地方交付税全体で、決算額   

１６億５ ,６３２万９千円、前年度対比１ .６％の減となりました。  

「国庫支出金」は、様々な感染症対策の実施により、決算額２３７億    

７０８万２ ,７２３円、前年度対比２７７ .２％の増となりました。  

「寄附金」は、決算額３ ,３８０万９８４円で、このうち「ふるさと寄附

金」は３３０件、３ ,１４５万４ ,１４７円でありました。  

「市債」は、適債事業を精査し、総額３３億３ ,１１９万２千円、４１件

の借入れを行いました。このうち、普通交付税の振替財源である臨時財政対

策債については、１２億８ ,５１９万円の借入れを行いました。   
歳出について 
 

議会費関係 
市議会の内容を市民に正確かつ詳細にお知らせするため、本会議の模様を

市役所ロビーでのテレビ中継や、インターネットによる録画映像配信及びコ

ミュニティＦＭラジオによる録音放送を実施するなど、市民への情報提供を

図りました。  

また、市議会だよりについては、全てのページをカラー印刷し、「広報い

るま」に折り込み配布するなどの工夫をしたことにより、多くの市民に情報

提供できる対策を講じました。  
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総務費関係 
有功表彰事業では、永年にわたり市政の振興に貢献された６名の方々を  

入間市表彰条例に基づいて表彰するとともに、市行政に深い理解を示され、

多大な寄附を頂いた７団体並びに１名の方に対して、感謝状を贈呈しました。 

地域情報化推進事業では、国が提唱するスマート自治体の実現に向けて、

人工知能「ＡＩ」及びロボットによって定型業務の自動化を行う「ＲＰＡ」

を導入しました。  

広報費では、市民生活に必要な各種行政情報、まち・自然の話題などに加

え、感染症の感染拡大を防ぐため、広報いるま、市公式ホームページ、ＳＮ

Ｓ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）をはじめ、ケーブルテレビ

やコミュニティＦＭラジオでの番組放送を活用し、最新の情報を発信しまし

た。  

コミュニティ活動推進事業では、コミュニティ活動の中心となる区・自治

会の組織の活性化と自治活動を通して地域のつながりを強固にするため、各

種補助制度により支援しました。また、感染症拡大に伴う自粛により疲弊し

た市内事業者の支援と自治会加入促進・維持を図るため、令和３年２月に自

治会優待カード事業を開始しました。  

協働のまちづくり推進事業では、子育てと人権に関わる市民提案型協働事

業を実施しました。  

姉妹都市・友好都市交流事業では、感染症拡大防止の観点から直接的な人

的交流ができない中、市内商店街や事業者・商業施設の協力のもと、佐渡市

の物産の販売や、ヴォルフラーツハウゼン市の味覚の紹介などを国際交流協

会と連携して実施し、各市との交流を図りました。  

国際化推進事業では、外国人相談事業や情報提供事業を国際交流協会と連

携して実施し、コロナ禍で生活困難な状況となっている外国人市民の支援と

国際理解の推進を図りました。また、平成27年度に続いて2回目に当たる「外

国人市民を対象とした市民調査」を実施し、外国人市民の生活の姿とニーズ

などの把握に取り組みました。  

産業文化センターでは、令和元年度からの継続事業としてホール等改修工

事を実施し、市民サービスの向上と利用者の安全確保を図りました。  



 - 6 -

また、令和元年度から着手している市民会館・中央公民館耐震改修基本設

計を実施しました。  

男女共同参画推進事業では、「第４次いるま男女共同参画プラン」に基づ

き、性別に関わりなく、誰もがいきいきと活躍できる男女共同参画社会を推

進するため、男性の子育てをテーマとした男女共同参画セミナーを開催する

とともに、女性の起業のきっかけづくりを支援するため起業セミナーを実施

しました。  

また、性的マイノリティに関する講演会を西武公民館と協力して実施しま

した。  

平和都市宣言推進啓発事業では、博物館で平和祈念資料展、平和を考える

講演会を開催するとともに、平和ポスターコンクールを実施しました。  

防災訓練実施事業では、感染症拡大防止の観点から入間市防災訓練を中止

としましたが、代替え事業として防災意識の高揚のため、動画の配信及び

DVD の製作を行いました。  

防災施設等管理運営事業では、入間市防災行政用無線デジタル化移行工事

を令和３年度まで予定しており、第４期工事を実施しました。  

市庁舎等感染症対策事業では、市民対応をする場に飛沫防止パーティショ

ンの導入、不特定多数が訪れる施設の出入り口に非接触式自動検温器を設置

したほか、マスク着用やパーティション設置により聞き取りづらい会話をス

ムーズに行えるよう、対話支援スピーカーを導入しました。  

 空き家等対策事業では、不在者財産管理人を選任した所有者などが不明と

なっている案件について、当該建物が解体されたことで地域住民の生活環境

の保全を図ることができました。  

緊急かわら版発行事業では、早急に知らせたい感染症に特化した情報を、

ポスティングにより市民及び事業者に計１１回全戸配布しました。  

防犯関係事業では、ＬＥＤ防犯灯による安定した明かりの提供と、広報車

による啓発・防犯パトロールを実施するとともに防犯情報紙を配布し、街頭

犯罪や振り込め詐欺被害の防止に取り組みました。  

交通対策事業では、道路反射鏡・道路標示などの設置や維持管理を行い、  

交通危険箇所の安全対策を図りました。  
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特別定額給付金給付事業では、「簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への

支援を行う」特別定額給付金として、令和２年４月２７日現在の市民    

１４７ ,１８１人を対象に、一人当たり１０万円を給付しました。  

 

民生費関係 
地域福祉については、「第２次元気ないるま福祉プラン」（計画期間令和

元年度～令和５年度）に基づき、誰もが住み慣れた地域で心豊かに暮らせる

まちづくりに取り組みました。  

法人後見事業では、入間市社会福祉協議会への委託により事業を実施し、

成年後見についての相談を受け、家庭裁判所から３件の後見等業務を受任す

ることができました。  

生活困窮者自立支援事業では、生活保護に至る前の生活困窮者の自立に  

向けた相談支援などを実施しました。離職などにより家賃の支払いに困窮す

る方に対しては、住居確保給付金を支給し、感染症拡大による影響を受けた

方については、併せて住居確保給付金の追加支給を行いました。  

また、教育的な支援の充実により貧困の連鎖を防ぐため、子どもの学習支

援事業を 3 会場で実施しました。  

障害者の相談支援事業では、障害者基幹相談支援センターを中心に、地域

における相談支援体制の充実を図るとともに、障害者が安心して働き続けら

れるよう就労支援を実施しました。  

内方線付き点状ブロック整備補助事業では、JR 八高線金子駅において、

東日本旅客鉄道株式会社が実施する内方線付き点状ブロックの整備に関す

る費用の一部を補助することにより、駅を利用する視覚障害者の安全性の向

上を図りました。これにより、市内の駅全てに内方線付き点状ブロックが整

備されました。  

徘徊ＳＯＳ支援事業では、連絡先などが登録されたＱＲコードを爪に貼付

することにより、ひとり歩きをする認知症高齢者などの早期身元確認を行う

「爪Ｑシール」及び「かかとステッカー」、「徘徊ＳＯＳキーホルダー」を   

新たに３９名に交付しました。  

高齢者の生きがい活動支援として、入間市老人クラブ連合会及び入間市  
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シルバー人材センターを支援しました。  

ひとり親家庭児童学習支援事業では、ひとり親家庭などの子どもを対象に、

生活向上と子どもの学習意欲・学習能力を高めるため、学習支援を行いまし

た。  

地域子ども・子育て支援事業では、「入間市子ども・若者未来応援プラン」

に基づき、妊娠・出産から子どもの自立までを切れ目なく支援するため、子

育て世代包括支援センター「いるティーきっずとよおか」に加え、地域子育

て支援拠点において利用者支援事業を実施し、子育て支援の充実を図りまし

た。  

発達支援事業では、心身の発達の遅れ又は障がいのある児童とその家族に

発達の段階に応じた切れ目ない支援を行うために、児童発達支援センター

「うぃず」を開設し、子どもの発達などの相談に専門職が応じる相談支援、

「元気キッズ」をはじめとする児童発達支援、「保護者交流会」などの地域

支援を行いました。  

地域型保育給付事業では、民間小規模保育事業１施設が開園したことによ

り、待機児童対策として、低年齢児の定員を増員することができました。  

学童保育事業では、民間学童保育室に補助金を交付し、待機児童の解消を

図りました。  

児童センターでは、市民の快適な利用のため、トイレの改修工事を実施し

ました。  

児童手当では、次代を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で支援するこ

とを目的に、中学校修了前の児童を対象に支給し、児童の健やかな成長に  

資することができました。  

子ども医療費扶助では、中学校３年生までの子どもの通院、入院に係る  

医療費の自己負担分を助成し、子育て家庭の経済的負担の軽減を図りました。  

また、感染症の影響を受けている子育て世帯の生活支援として、「子育て

世帯への臨時特別給付金」、「ひとり親世帯臨時特別給付金」などの支給事業

の実施や、感染防止に努め保育に取り組まれた民間保育施設並びに民間学童

保育室の職員に対して慰労金を支給しました。  

生活保護扶助では、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに自
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立を助長するため、生活保護法に基づく保護の適正実施と適切な指導・助言

を行いました。保護率は微増傾向で推移しました。  

 

衛生費関係  環境の保全及び創造に資する助成事業では、住宅用省エネルギー設備を設
置する市民に設置費用の一部を補助し、環境負荷の少ない社会づくりと地球

温暖化防止に寄与しました。  

公害関係調査分析関係事業では、市内の環境実態把握を目的に各種公害関

係調査を実施するとともに、野焼き行為や騒音などの苦情に対し、迅速な現

場対応を行い環境の保全に取り組みました。  

夜間診療所管理運営事業では、準夜間帯における初期救急医療を確保する

ため狭山市と協同で一週間を通じ、内科及び小児科の診療を実施しました。 

乳幼児予防接種事業では、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を  

予防するため、予防接種法に基づく定期接種を実施しました。  

新型コロナウイルスワクチン接種事業では、健康福祉センター内に新型コ

ロナウイルスワクチン接種担当を新たに設置し、令和３年度に開始されるワ

クチン接種のための体制整備を行いました。  

子育て世代包括支援センター事業では、妊娠期からの切れ目のない支援を

推進するとともに、妊産婦の健康保持や相談支援の実施、乳幼児の健やかな

発育発達のための各種母子保健事業の充実を図りました。  

健康づくり推進事業では、市民が主体的に健康づくりに取り組めるよう、

各種健康づくり事業を実施しました。  

地域保健福祉推進事業では、こころの問題を抱える方やその家族に対して

専門的な助言を行い精神保健福祉の向上を図りました。また、保健師の地区

担当制により地域の健康課題の解決に取り組むとともに、生活習慣病予防や

病気の早期発見のため各種健康診査及び保健指導を行いました。  

浄化槽設置整備事業では、単独処理浄化槽又は汲み取り便槽から、合併処

理浄化槽への転換に要する費用の一部を補助し、生活排水による公共用水域

の水質汚濁防止に取り組みました。  

市民清掃デー実施事業では、市民総ぐるみの環境美化活動として９月６日
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に開催しましたが、感染症拡大防止の観点から参加者を必要最低限としたこ

とで、参加世帯数は前年の約半数の１万５ ,９１８世帯となりました。  

ごみ中間処理事業では、総合クリーンセンターの安定的な運転を行うとと

もに、施設の長寿命化を図るため基幹設備を対象とした改修工事を実施しま

した。  

ごみ減量化・資源化事業では、資源再利用奨励事業の実施や生ごみ処理  

機器購入者に対して補助金を交付するとともに、各種体験教室などを行い、

ごみ減量の啓発活動を行いました。ごみ排出量は、コロナ禍において家庭か

らの排出量増加が見られ、前年度と比較し９９トン、市民１人1日当たりの

排出量で８グラムの増加となりました。  

 

労働費関係 
労働条件や賃金など労働関係の諸問題についての相談の場として、社会保

険労務士による「労働相談」を実施しました。職業選択に関する相談や面接

時のアドバイスが受けられる「若年者就業相談」のほか、就職を目指す人を

対象とした「就職支援セミナー」をキャリアコンサルタントにより実施しま

した。  

また、コロナ過における市内の中小企業を支援し、雇用の安定及び事業活

動の継続を図り、産業振興の推進を目的として「雇用確保推進奨励金事業」

を実施しました。  

 

農林水産業費関係 
農業振興推進事業では、茶農家の農作業省力化と効率化のため、機械の購

入に対し助成を行い、狭山茶の生産振興を図りました。  

環境保全型農業推進事業では、安全で環境にやさしい農業を推進するため、

有機農業や化学肥料及び化学合成農薬の使用低減などの取り組みを図る団

体に対し、助成を行いました。また、農業廃棄物の削減につながる環境配慮

資材の使用を推進しました。  

狭山茶ブランド振興プロジェクト事業では、狭山茶産地としての啓発活動

を行い狭山茶のブランド振興に取り組みました。  

畜産振興事業では、畜産団体が取り組む家畜環境浄化事業に助成を行い、
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畜産環境の改善や循環型農業への推進を図りました。  

防疫促進事業では、家畜伝染病の予防及びまん延を防止する防疫活動に対

し助成し、畜産団体や家畜保健衛生所などと連携して畜産経営の安定に取り

組みました。  

 

商工費関係 
商業振興事業では、商業振興団体へ事務費を補助したほか、商工会や各地

区の商店街などが実施する販売促進事業やイベントなどを支援しました。集

客の拡大を図るとともに、大型店の出店を背景とした市内小売店・商店街か

らの顧客離れや、他市への購買客の流出による消費低迷への対策として、入

間市商工会が実施する歳末大売り出し事業「歳末いるま応援大セール」に対

して補助を行いました。  

また、市内の空き店舗を有効活用するため、該当する店舗を利用して創業

した場合に、店舗改修費や家賃の一部を補助することにより、創業及び経営

の安定を支援し、いわゆるシャッター通りを解消させ、市内商業の振興につ

なげることを目的とする空き店舗活用事業を実施しました。  

さらに、感染症の感染拡大により売上減少などの影響を受けている市内事

業者を支援し、市内の消費喚起と地域経済の早期回復を目的として「いるま

スマイルチケット（プレミアム付商品券）事業」などを実施しました。  

工業振興事業では、工業の振興を図るため、市が定める特定地域内に事業

者が工場の新設や移設及び増設に係る工事費、又は工場の新設や移転のため

の用地取得に対し補助を実施しました。  

商工業振興資金融資事業では、市内中小企業者などの経営の安定化と資金

調達の円滑化を図るため、市内金融機関を取扱い先として市の制度融資を  

利用しての融資あっせんを行いました。  

観光振興事業及び魅力アップ事業は、感染症の影響で事業の実施に大きな

制約を受けました。しかし、そのような中でも、商業施設などと連携した狭

山茶の販路拡大や、入間市観光協会と協力してオリジナル商品の開発や公式

サイトのリニューアルを行うなど、当市の魅力発信を継続して実施しました。 
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土木費関係 
大森調節池整備事業では、埼玉県が不老川緊急治水対策事業で整備する大

森調節池の用地取得などを実施しました。  

道路等緊急補修事業では、道路パトロールや市民からの通報・要望などに

より１１９件の道路等緊急補修工事を実施しました。  

道路等整備事業では、市道幹２７号線擁壁設置工事、市道A１０４号線道

路整備工事、市道C３５７号線排水整備工事、市道幹４１号線などの舗装補

修工事４件を実施しました。  

不老川緊急治水対策事業では、富士見橋架換えに伴う仮橋設置工事などを

発注しましたが、年度内の完了が見込めなかったことから翌年度に繰り越し

ました。  

市道拡幅整備事業では、幅員４ｍ未満の道路の拡幅整備を推進するため、

「入間市道路拡幅整備要綱」に基づき５５件、１ ,３００ .６８㎡の道路用地

について寄附などを受けました。  

都市計画道路整備事業では、安川新道線（第２期分）の用地取得を実施し、

予定していた道路用地の全てを取得できましたが、一件については年度内の

完了が見込めなかったことから翌年度に繰り越しました。  

公園等管理事業では、子どもから高齢者までが安心して公園を利用できる

よう、引き続き施設や遊具の点検及び修繕、並びに樹木管理を行いました。 

公園等整備事業では、旧市営住宅南沢団地跡地を活用し、南沢公園の整備

を行いました。  

加治丘陵対策事業では、保全用地の取得を進めました。この結果、加治   

丘陵さとやま計画区域の用地取得面積は約１２２ha で、武蔵野音楽学園   

敷地の４０ha を除く３８４ha における取得率は約３１ .８％となりました。

自然公園区域１１０ .２ha では、約１ .４ha の用地取得を行い、取得面積の

合計は約６２ .３ha、取得率は約５６ .５％となりました。また、「花見の丘」

の整備を着実に推進することができました。  

緑化推進事業では「保護樹林」、「市民の森」の維持管理及び花いっぱい  

運動の推進など、都市緑化及び家庭内緑化の推進を図りました。  

コミュニティバス運行事業では、入間市地域公共交通計画に基づき、安定
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的に公共交通を運行することができました。  

地域公共交通（路線バス・タクシー）支援事業では、市内を運行する交通

事業者に対し、十分なコロナ対策を行い運行が継続できるよう、入間市公共

交通対策臨時支援金を交付しました。  

市営住宅管理運営事業では、市営住宅管理を埼玉県住宅供給公社に管理  

代行を委託し４年目となり、適切な管理に努めました。  

移住促進対策では、三世代が市内で同居・近居をするための住宅の新築、

購入又は増改築の費用の一部を補助し、若年世代の移住・定住の促進を図り

ました。  

 

消防費関係 
常備消防費では、埼玉西部消防組合に対して負担金を支出しました。  

非常備消防費では、更新計画に基づき経年劣化した消防団の消防自動車  

１台を最新の車両に更新整備し、消防防災体制の強化充実を図りました。  

 

教育費関係 
教育支援事業では、確かな学力の定着を目指すため、教科指導員及び英語

指導助手を配置するとともに、身体や発達などに支障がある児童生徒への  

教育的支援を行うため、介助員及び子ども支援員を配置しました。  

教育支援体制整備事業では、緊急事態宣言による４・5月の学校休業中の

未指導部分の補習を行う学習指導員や校内の消毒作業などを行うスクール

サポートスタッフを配置して、学校再開後の学校教育活動を支援しました。 

子ども未来室事業では、コロナ禍で活動が制限されましたが、全ての子ど

もの自立を総合的に支援する取り組みを可能な限り実施しました。  

不登校対策事業として、不登校の児童生徒の学校復帰を図るため、教育  

センターの「ひばり教室」にて事業を展開するとともに、不登校対策研究   

委員会にて対応策を検討し、感染症拡大防止のため回数は減らしつつも、教

職員や保護者に対する研修や講演会による啓発活動を実施しました。  

また、小中一貫教育では、全小学校に小中一貫サポーターを配置し、小中

学校間の円滑な乗り入れ授業を支援しました。  

小中学校の施設整備事業では、黒須小学校及び西武小学校の屋内運動場共



 - 14 -

用便所改修等工事などを実施し、教育環境の改善と学校施設の安全性の確保

を図りました。  

情報機器整備事業では、ＧＩＧＡスクール構想の実現に向け、児童生徒  

１人１台のタブレット端末を導入し、学校におけるＩＣＴ環境を整備するこ

とができました。  

社会教育事業では、人権教育の推進、家庭教育の向上などに取り組みまし

た。具体的には、人権尊重社会を目指し、人権問題講演会、人権啓発講座を

実施しました。  

また、１月１１日の成人の日に、市民会館を会場に成人式を開催し、対象

者１ ,４６９人のうち９４４人の出席があり、出席率は６４ .３％となりまし

た。加えて、オンライン同時配信も行い、自宅から参加できる環境も整備し

ました。  

生涯学習事業では、市民の生涯学習の振興を図るため、学習情報の収集や

提供を行いました。コロナ禍における新しい形のいるま生涯学習フェスティ

バル特別企画「フェスティバル四半世紀の回顧」シンポジウムを開催し、市

民との協働事業の歴史を振り返りました。  

放課後子ども教室では、様々な体験学習などを２学期に全ての小学校区で

実施しました。  

公民館では、感染症へのリスクをより一層下げるため、実施内容の見直し

を行い、各種展覧会や発表会、市民コンサート、学校の長期休業期間におけ

る子どもの居場所づくりなどの各種事業を開催しました。  

青少年活動センターでは、周辺の恵まれた自然環境を活かし、青少年の  

学齢に応じた多様な体験事業や子ども食堂などを実施しました。  

図書館では、魅力ある図書館づくりを目指すため、市民からのリクエスト

に応えつつ、暮らしや学習に役立つ資料の充実を図りました。  

また、臨時休館により来館できない方に対し、図書館資料を利用者の負担

により宅配で貸出しを行う、有料宅配サービスを開始しました。  

博物館では、ホームページの全面リニューアルを実施したほか、臨時休館

となった中で、常設展示室の一部を展示替えするとともに、動画配信や出前

授業の実施により博物館の魅力を発信しました。  
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旧石川組製糸西洋館では、補助金や助成金を活用して館庭整備やステンド

グラスの修復を行うとともにＰＲに取り組みました。また、旧黒須銀行の復

元改修事業をはじめ、市内の文化財の保存と活用に向けて「入間市文化財保

存活用基金条例」を新たに制定しました。  

社会体育事業では、感染症拡大防止の観点から予定していた教室・大会事

業のほとんどを中止としましたが、密閉・密集・密接が避けられる地区体育

館や公民館を徒歩などで巡るスタンプラリーやスポーツクライミング教室、

市民ゴルフ大会などを実施しました。  

体育施設管理では、長期的に安心・安全な施設提供を行うため、入間市公

共施設マネジメント事業計画に基づく地区体育施設の長寿命化工事設計や

武道館受水槽修繕、地区体育施設の樹木剪定業務、備品の更新として車いす

使用者兼用卓球台などを購入しました。  

学校給食では、安全・安心でおいしい給食の調理環境の維持向上を図るた

め、自校給食校及び学校給食センターの老朽化した調理機器の入れ替えを  

行い、調理機能の維持向上を図りました。また、食育の充実を図るため、   

扇小学校の食器をアルマイト製からポリエチレンナフタレート製食器（通

称：ペン食器）に入れ替えました。  

 

公債費関係 
市債の償還に関する公債費は、決算額３６億５ ,４３５万５０７円、前年

度対比５ .９％の増となりました。これは、主に臨時財政対策債の償還額の

増によるものです。  

 

特別会計・水道事業会計・下水道事業会計  
国民健康保険特別会計 
国民健康保険制度は、その制度を持続可能なものとするため、平成３０年

度から都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村と共同の保険者として、

安定的な財政運営や効率的な事業の確保などの国保運営の中心的な役割を

担う新たな制度として３年が経過しました。  

しかしながら、国民健康保険財政は、加入者の年齢構成や医療費水準が  
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高い一方で所得水準が低いという構造的問題を抱え、厳しい財政運営が続い

ています。国においても、これらの課題に対し、財政支援などの対応策を   

講じながら、国保財政の健全化に取り組んでいます。  

令和２年度の決算では、歳入の根幹を占める国民健康保険税は、３１億  

３ ,３６５万８ ,９９４円となりました。被保険者数の減少などにより、前年

度対比で９ ,０７７万５ ,４７３円、率にして２ .８%の減となりました。  

また、県支出金は１０3 億９９７万３ ,３９９円となりました。  

歳出では、保険給付費は被保険者数の減少や感染症の影響により、前年度

対比で１億２ ,０８２万２ ,２９８円の減少となりました。また、県に納付す

る国民健康保険事業費納付金は、３７億５ ,４４４万８ ,０７１円となりまし

た。過年度分の国民健康保険事業費納付金の過多による減算などにより減少

し、前年度対比で、３億８ ,３８３万４ ,６４９円、率にして９ .３％の減とな

りました。  

この結果、歳入総額は１４５億３ ,２１８万９ ,３４７円、歳出総額は    

１４３億３ ,１６２万８ ,１６４円となり、歳入歳出差引額は２億５６万   

１ ,１８３円の黒字となり、また、繰越金、基金繰入金を差し引き、基金積

立金を加えた実質単年度収支でも、４ ,１７３万６ ,９９０円の黒字となりま

した。  

今後も、国の動向を注視し、県と更なる連携を図りながら、国民健康保険

事業の健全な運営に取り組んでまいります。  

 

後期高齢者医療特別会計 
後期高齢者医療制度は、国民皆保険制度を将来にわたり維持していくため、

現役世代と高齢者世代の負担を明確なものとし、共に支え合う制度として  

創設されてから１３年が経過し、広く市民に定着した制度となりました。  

この制度では、保険料の算定及び療養給付などを、埼玉県内の全市町村が  

加入する「埼玉県後期高齢者医療広域連合」が行い、市町村は保険料の収納

事務及び各種申請などの受付業務を行っています。  

令和２年度の決算は、歳入総額は１９億２６９万１ ,７０６円、歳出総額

は１８億９ ,３２４万７１６円、歳入歳出差引額は９４５万９９０円の黒字
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となりました。  

令和３年３月末現在の被保険者数は２万６８２人で、前年同月対比で   

４６７人の増となり、制度創設時の約２ .０倍となっています。  

 

介護保険特別会計 
介護保険制度は、平成１２年４月の制度開始から２１年が経過し、高齢化

の進展に伴い、要介護等認定者の増加とともに介護サービスの利用も年々  

増加している状況です。  

主な事務・事業としては、要介護認定事務をはじめ、保険料事務、給付事

務及び地域支援事業として市内９か所に設置している地域包括支援センタ

ー運営事業や介護予防・日常生活支援総合事業などを実施しました。  

令和２年度の決算は、歳入総額は１１１億２ ,５６０万５ ,５９０円、歳出

総額は１０２億５ ,０９６万２ ,７４４円、歳入歳出差引額は８億７ ,４６４万  

２ ,８４６円の黒字となりました。  

令和２年度の要介護認定については、８つの判定委員会で合計１４７回の

介護認定審査会を開催し、３ ,６８０件の審査を行いました。令和２年度は、

感染症拡大の影響により、１年間の延長認定を行ったため、審査件数として

は、減少しています。また、令和３年３月末現在の要介護、要支援認定者は

７ ,４３１人で、前年同月対比で、３４８人の増となっています。  

今後も、国・県の動向を注視しながら、適切な対応と市民への周知を図る

とともに、引き続き介護保険制度の適正な運営を行ってまいります。   
武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業特別会計 
武蔵藤沢駅周辺の市街地整備を目的とした本事業は、多くの地権者の   

ご理解、ご協力により、令和３年４月３０日付けで埼玉県知事より換地処分

の公告がされました。  

令和２年度の決算は、歳入総額は２億６ ,１９７万５７５円、歳出総額は

１億３ ,７０３万５ ,９１５円、歳入歳出差引額は１億２ ,４９３万４ ,６６０円

となりました。  

なお、歳入歳出差引額のうち１億２ ,００２万５千円は、繰越措置を行い

ました。  
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事業の主なものは、換地処分に向けた換地計画及び事業計画変更業務、街

区・画地点などの測量業務及び舗装補修工事で、事業の進捗状況は、建物移

転率、道路整備率ともに１００％となっております。  

 

入間市駅北口土地区画整理事業特別会計 
入間市駅北口周辺の市街地整備を目的とした本事業は、多くの地権者の  

ご理解、ご協力により、街路築造工事及び建物移転などを進めています。  

令和２年度の決算は、歳入総額は７億８ ,１１７万６ ,３６２円、歳出総額

は６億３ ,５９４万８ ,８５５円、歳入歳出差引額は１億４ ,５２２万７ ,５０７

円となりました。  

なお、歳入歳出差引額のうち４ ,２７２万９千円は、繰越措置を行いまし

た。  

事業の主なものは、仮設道路設置工事及び宅地造成工事並びに４棟の建物

移転で、事業の進捗状況は、建物移転率６８ .８％となりました。  

また、埼玉県と締結した協定により、霞橋橋りょう整備工事費の負担を行

いました。  

 

扇台土地区画整理事業特別会計 
扇台地区の市街地整備を目的とした本事業は、多くの地権者のご理解、  

ご協力により、順次仮換地の指定を行いながら、街路築造工事及び建物移転

などを進めています。  

令和２年度の決算は、歳入総額は５億４ ,６７８万４ ,３９３円、歳出総額

は４億５ ,７０２万３２９円、歳入歳出差引額は８ ,９７６万４ ,０６４円とな

りました。  

なお、歳入歳出差引額のうち１ ,３９７万１千円は、繰越措置を行いまし

た。  

事業の主なものは、街路築造工事及び汚水管布設工事並びに１２棟の建物

移転で、事業の進捗状況は、建物移転率３５ .２％、道路整備率４４ .０％と

なりました。    
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水道事業会計 
令和２年度の業務量は、給水戸数６万８ ,２４１戸、給水人口１４万    

６ ,７４８人、年間配水量１ ,６５１万７ ,６８０㎥ 、前年度に対し０ .２％の減

となり、一日平均配水量４万５ ,２５４㎥ でした。  

また、有収水量は１ ,５８７万７ ,６３０㎥ 、年間配水量に対する有収率は

９６ .１％、鍵山浄水場の自己水確保率は１５ .４％となりました。  

なお、令和２年度は、感染症拡大による市民生活への影響を鑑み、令和２

年６月から１１月までの６か月間、水道基本料金半額減額を実施しました。 

また、鍵山東金子線送水管整備工事（第一工区）・（第七工区）により鍵山

浄水場からの自己水の送水を３か月間停止しました。  

収益的収入及び支出の決算額は、水道事業収益は３０億６ ,９４０万   

８ ,３７２円、水道事業費用は２７億６ ,０９０万８ ,８７７円でした。  

この結果、水道事業収益から水道事業費用を差し引いた税抜き後の当年度

純利益は、１億９ ,３９７万８ ,５１２円を計上することができました。  

水道事業収益の主なものは、水道料金、手数料、水道利用加入金であり、

水道事業費用の主なものは、鍵山浄水場などの施設管理業務委託、県水の  

受水、漏水調査及び漏水修理等業務委託、水道料金徴収等業務委託、企業債

利息となっています。  

資本的収入及び支出の決算額は、資本的収入は４億４ ,０８２万２８８円、

資本的支出は１５億５ ,５２７万７ ,１１５円でした。  

資本的収入の主なものは、企業債、負担金及び水道利用加入金であり、資

本的支出の主なものは、扇台土地区画整理地内配水管布設工事、市道Ｆ   

３２３・Ｆ３３５号線外１路線などの配水管布設替工事、企業債償還元金と

なっており、継続事業として令和元年度から実施してきた鍵山東金子線送水

管整備工事（第六工区）、入間ヶ丘団地内配水管布設替工事（第二工区）及

び西武支所線バックアップ管整備事業は完了しました。  

建設改良費の繰越しについては、鍵山東金子線送水管整備工事（第一工

区）・（第七工区）の予算額２億９ ,５４２万７千円を令和３年度へ繰り越し

ました。  

また、継続費の逓次繰越については、令和３年度までの継続事業で実施し
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ている旧防衛庁共済団地内配水管布設替工事の予算額７ ,５０９万２千円を

令和３年度へ繰り越しました。これらの繰越事業の財源である企業債３億  

２ ,５００万円は、令和３年度に借り入れる予定です。  

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する１１億１ ,４４５万  

６ ,８２７円については、減債積立金及び過年度分損益勘定留保資金などで

補てんしました。  
 

下水道事業会計 
令和 2 年度の業務量は、水洗化戸数５万７ ,９４５戸、水洗化人口１２万

６ ,９５７人、年間汚水処理水量１ ,５７６万９ ,５５０㎥ 、前年度に対し    

４ .８％の減となり、1 日平均汚水処理水量は４万３ ,２０４㎥ でした。  

また、有収水量は１ ,３５６万７ ,３７７㎥ で、年間汚水処理水量に対する

有収率は８６ .０％でした。  

収益的収入及び支出の決算額は、下水道事業収益は２４億８ ,２６５万  

３ ,３３７円、下水道事業費用は２２億３ ,４３２万９ ,４３７円でした。  

この結果、下水道事業収益から下水道事業費用を差し引いた税抜き後の  

当年度純利益は、２億１ ,６７１万１ ,５０７円を計上することができました。 

下水道事業収益の主なものは、下水道使用料、雨水処理負担金、一般会計

負担金及び一般会計補助金であり、下水道事業費用の主なものは、荒川右岸

流域下水道維持管理負担金、下水道使用料徴収等手数料、企業債利息となっ

ています。  

資本的収入及び支出の決算額は、資本的収入は３億５ ,３７０万６ ,６００

円、資本的支出は１１億２ ,４９８万７０１円でした。  

資本的収入の主なものは、企業債及び受益者負担金であり、資本的支出の  

主なものは、入間台団地内などの汚水管渠更生工事、入間市下水道総合地震

対策計画に基づく耐震診断調査、流域下水道事業費負担金、企業債償還元金

となっています。  

建設改良費の繰越しについては、汚水２０-２工事の予算額５５０万円、

汚水２０-４工事の予算額５６２万１千円、市道 B１６０号線外１路線汚水

管渠布設替工事の予算額９４０万５千円、公共下水道管路施設耐震化工事  
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（２０-１）の予算額１ ,９０４万１千円を令和３年度へ繰り越しました。こ

のうち公共下水道管路施設耐震化工事（２０-１）の財源の一部として、企

業債１ ,５００万円を令和３年度に借り入れるとともに、国庫補助金２２５

万円も充当する予定です。  

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する７億７ ,１２７万   

４ ,１０１円については、減債積立金及び過年度分損益勘定留保資金などで

補てんしました。  

 

以上が、令和２年度の一般会計、特別会計、水道事業会計及び下水道事業

会計の決算概要であります。  

令和２年度決算を踏まえて入間市の財政状況を総括いたしますと、市財政

の根幹をなす市税収入において、近年は緩やかな上昇傾向が見られていたも

のの微減に転じており、今後、感染症の影響を考慮すると、更なる減収も憂

慮されるところです。このことから、財政的な体力の確保に向けて、これま

で以上に行財政運営の改革を進め、限られた財源をより効率的に、効果的な

事業の実施に配分していくことが求められています。  

そのため、令和２年度においては、「第６次入間市総合計画」に掲げる   

１０年間のまちづくりの目標「みんなでつくる  住みやすさが実感できるま

ち  いるま」の実現に向けて、様々な取り組みの確実な前進を図るとともに、

本市の将来を見据えて、人口減少や少子化・高齢化の急速な進行に対応した

持続可能なまちづくりの実現に向けて策定した「入間市公共施設マネジメン

ト事業計画」及び「入間市役所等整備計画」に基づく施設整備を推進するた

めに、具体的な検討や調整に取り組んでまいりました。  

現在、我が国は感染症との闘いの渦中にあることから、当面は感染症への

対応を最優先事項としてまいりますが、一方で効率的で筋肉質な行政運営の

実現に取り組み、これまでの繁栄を基盤にした飛躍を目指して「来てよし、

住んでよし、働いてよし」のまちづくりを進め、持続可能な入間市を作り上

げていく所存でありますので、市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたし

ます。  

なお、各会計の細部につきましては、お手元の決算書及び決算報告書に  
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記載しましたので、内容をご確認のうえ、ご審議、ご認定くださいますよう   

お願い申し上げます。  

以上、ただいまご報告申し上げました「令和２年度決算概要報告」をもち

まして、議案第７３号から議案７９号まで並びに議案第８１号及び議案第  

８３号の提案理由の説明に代えさせていただきます。  

よろしくお願い申し上げます。  

 

令和３年８月３１日  

入間市長   杉  島  理一郎  


